業務委託先公募案内

弊機構は、令和8年度「エネルギー使用合理化設備導入促進対策費補助金（資源自律経済確立産官学連携加速化事業）」に係る補助事業の執行団体に応募するにあたり、本事業を円滑かつ適正に実施するため、下記の業務について、委託先を公募します。なお、本業務委託に関しては、弊機構が本事業に係る補助事業の執行団体に採択された場合にのみ実施することになりますので、予めご了承ください。
（締切：令和８年３月１０日（火）１２時）
１．委託業務内容
本委託業務は、補助事業の円滑な執行を目的とした技術的・事務的支援業務であり、事業全体の企画立案や根幹的な執行管理業務を含むものではありません。具体的な業務内容は以下のとおりとします。

① 公募要領の作成における技術項目の作成支援
② 公募説明会の開催・運営支援及び技術的質疑応答支援（１～２回程度開催）
③ 提案書の受付・評価、要約資料作成支援（10社程度を想定）
④ 採択に向けた評価委員会の運営に係るロジスティクス対応支援及び採択条件等の整理
⑤ 事務通知説明会に向けたFAQ及び事務処理マニュアルの作成支援並びに説明会開催支援
⑥ 間接補助事業者からの問い合わせ対応支援
⑦ 計画変更申請に係る内容確認及び承認に向けた支援
⑧ 中間検査時の同行及び検査対応支援（10社程度を想定、1社あたり1～2回程度）
⑨ 確定検査時の同行及び検査対応支援（10社程度を想定）
⑩ 補助事業の計画的かつ確実な実行を支援する伴走支援

２．契約予定期間
令和８年４月中旬予定（交付決定日）から令和9年３月31日まで（予定）
３．支払条件
本業務に係る委託費の支払いは、原則として毎年度末に実績報告及び検査を実施したうえで、適正と認められた金額について、現金振り込みにより行うものとします。
４．提出資料
応募にあたっては、以下の資料を提出してください。
（１）見積書
　　・作業項目別に想定作業時間及び単金を明記した見積書
（２）企画提案書（任意様式）
　　以下の内容を必ず含めてください。
　　① 実施内容（業務理解及び実施方法）
　　② 実施体制図
　　③ 実施要員の略歴及び本事業に必要な知識・経験等
　　④ 効率的かつ効果的に事業を推進するための提案
５．その他特記事項（要員要件）
本業務に従事する要員は、以下の要件を満たすこととします。
・実施責任者は、サーキュラーエコノミー分野に関する知見を有し、かつ経済産業省における補助金関連業 
務の実務経験を有すること。
・上記「１．委託業務内容」に係る知見を一定程度有するメンバーが、実施体制に参画していること。
以上
